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は
じ
め
に

近
年
の
食
品
の
多
様
化
、
産
地
の
多

角
化
、
輸
入
食
品
の
増
加
、
消
費
者
の

食
品
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
に
対
応

し
て
、
消
費
者
の
視
点
を
重
視
し
、
消

費
者
が
自
己
の
判
断
で
適
切
に
商
品
を

選
択
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
、

平
成
十
一
年
七
月
に
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
（
農
林

物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
）
が
改
正
さ
れ
、
表
示

制
度
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。

こ
れ
に
伴
い
、
一
般
消
費
者
向
け
に

販
売
さ
れ
る
す
べ
て
の
飲
食
料
品
に
つ

い
て
、
品
目
横
断
的
な
品
質
表
示
基
準

が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
品
質
表
示
基
準
は
、
食
品
の
製

造
業
者
又
は
販
売
業
者
が
守
る
べ
き
表

示
の
基
準
で
、
生
鮮
食
品
と
加
工
食
品

と
に
区
分
し
て
表
示
基
準
を
制
定
し
て

い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
生
鮮
食
品
に
つ
い
て

は
、
一
般
的
な
名
称
、
原
産
地
等
を
、

加
工
食
品
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
名

称
、
原
材
料
名
、
賞
味
期
限
等
を
表
示

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

品
目
の
特
性
に
よ
り
横
断
的
な
品
質
表

示
基
準
で
の
対
応
で
は
不
十
分
な
事
項

等
に
つ
い
て
は
、
別
途
個
別
の
品
質
表

示
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
農

林
水
産
大
臣
に
よ
る
指
示
、
指
示
に
従

わ
な
い
製
造
業
者
等
の
氏
名
な
ど
の
公

表
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
い
場

合
の
命
令
、
こ
の
命
令
に
違
反
し
た
場

合
の
罰
則
（
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
）

が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
主
た
る
事
務
所
並
び
に
事
業

所
、
工
場
及
び
店
舗
が
一
の
都
道
府
県

の
区
域
内
の
み
に
あ
る
生
鮮
食
品
の
販

売
業
者
、
加
工
食
品
の
製
造
業
者
な
ど

に
対
し
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
知
事

が
自
治
事
務
と
し
て
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
に
基
づ

く
報
告
徴
収
、
立
入
検
査
及
び
指
示
を

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

生
鮮
食
品
品
質
表
示
基
準

水
産
物
品
質
表
示
基
準

玄
米
及
び
精
米
品
質
表
示
基
準

生
鮮
食
品
に
つ
い
て
は
、「
生
鮮
食

品
品
質
表
示
基
準
」
に
従
っ
て
表
示
す

施
策
の
紹
介
●
食
品
の
品
質
表
示
基
準
②

最
初
の
施
策
の
紹
介
で
は
、
食
品
の
品
質
表
示
の
う
ち

遺
伝
子
組
換
え
食
品
と
有
機
食
品
の
表
示
制
度
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、

こ
こ
で
は
、
生
鮮
食
品
・
水
産
物
・
玄
米
及
び
精
米
と
加
工
食
品
の
品
質
表
示
の
基
準
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

す
べ
て
の
飲
食
料
品
の
品
目
横
断
的
な
表
示
を
定
め
る
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る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
水
産
物
に
つ

い
て
は
、
こ
の
基
準
の
ほ
か
、「
水
産

物
品
質
表
示
基
準
」
に
従
い
、
養
殖
し

た
も
の
又
は
冷
凍
品
を
解
凍
し
た
も
の

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
養
殖
」
又
は

「
解
凍
」
と
い
う
表
示
を
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。

ま
た
、
刺
身
に
つ
い
て
は
、
単
品
の

も
の
は
生
鮮
食
品
品
質
表
示
基
準
が
適

用
さ
れ
、
二
種
以
上
を
盛
り
合
わ
せ
た

刺
身
に
つ
い
て
は
加
工
食
品
品
質
表
示

基
準
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

な
お
、玄
米
及
び
精
米
に
つ
い
て
は
、

容
器
に
入
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
た
も
の

は
「
玄
米
及
び
精
米
品
質
表
示
基
準
」

が
適
用
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は

「
生
鮮
食
品
品
質
表
示
基
準
」
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

１
　
生
鮮
食
品
品
質
表
示
基
準

（
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
農
林

水
産
省
告
示
第
五
百
十
四
号
）

生
鮮
食
品
に
つ
い
て
表
示
す
べ
き
事

項
は
、
①
一
般
的
な
名
称
と
②
原
産
地

名
で
す
。

原
産
地
名
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
農

産
物
、
畜
産
物
、
水
産
物
の
そ
れ
ぞ
れ

の
生
産
の
実
態
を
踏
ま
え
、﹇
表
１
﹈

の
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

具
体
的
に
は
、
①
農
産
物
は
、
国
産

品
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
名
、
輸
入
品

に
あ
っ
て
は
原
産
国
名
を
、
②
畜
産
物

は
、
国
産
品
に
あ
っ
て
は
国
産
で
あ
る

旨
、輸
入
品
に
あ
っ
て
は
原
産
国
名
を
、

③
水
産
物
は
、
国
産
品
に
あ
っ
て
は
水

域
名
、
輸
入
品
に
あ
っ
て
は
原
産
国
名

を
記
載
し
ま
す
。

表
示
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
卸
、
仲

卸
等
の
販
売
業
者
（
一
般
消
費
者
に
生

鮮
食
品
を
販
売
す
る
小
売
販
売
業
者
以
外

の
販
売
業
者
）
は
、
小
売
販
売
業
者
が

適
正
な
表
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
生
鮮
食
品
の
容
器
・
包
装

の
見
や
す
い
箇
所
、
送
り
状
又
は
納

品
書
な
ど
に
表
示
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

ま
た
、
小
売
販
売
業
者
は
、
生
鮮
食

品
の
容
器
若
し
く
は
包
装
の
見
や
す
い

箇
所
、
又
は
当
該
生
鮮
食
品
に
近
接
し

［表1］生鮮食品品質表示基準における原産地等の表示�

農産物�

畜産物�

水産物�

国産品� 輸入品�

都道府県名�

・市町村名その他一般に知られている地名�
　での記載可�

国産である旨�

・都道府県名、市町村名その他一般に知ら�
　れている地名での記載可�

水域名又は地域名�

・水域名の記載が困難な場合は水揚港名又�
　はそれが属する都道府県名での記載可�
・水域名に水揚港名又はそれが属する都道�
　府県名の併記可�

原産国名�

・一般に知られている地名�
　での記載可�

原産国名�

原産国名�

・水域名の併記可�

※水域名は海域、湖沼等の名称を、地域名は養殖場の属する都道府県名をいう。�

※�
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た
掲
示
、
立
札
な
ど
に
よ
り
、
消
費
者

に
見
や
す
い
方
法
で
表
示
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

表
示
禁
止
事
項
と
し
て
は
、
実
際
の

も
の
よ
り
著
し
く
優
良
で
あ
る
と
誤
認

さ
せ
る
用
語
、
表
示
す
べ
き
事
項
の
内

容
と
矛
盾
す
る
用
語
及
び
生
鮮
食
品
の

品
質
を
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
文
字
、絵
、

写
真
そ
の
他
の
表
示
を
禁
止
し
て
い
ま

す
。

２
　
水
産
物
品
質
表
示
基
準

（
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
農
林

水
産
省
告
示
第
五
百
十
六
号
）

生
鮮
食
品
の
う
ち
水
産
物
に
つ
い
て

は
、
生
鮮
食
品
品
質
表
示
基
準
に
よ
る

一
般
的
な
名
称
・
原
産
地
名
の
表
示
の

ほ
か
に
、
次
の
表
示
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

①
冷
凍
し
た
も
の
を
解
凍
し
た
も
の
に

あ
っ
て
は
「
解
凍
」
し
た
旨
の
表
示

②
養
殖
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は「
養
殖
」

し
た
旨
の
表
示

な
お
、
こ
の
場
合
の
「
養
殖
」
と
は
、

幼
魚
な
ど
を
重
量
の
増
加
又
は
品
質
の

向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
、
出

荷
す
る
ま
で
の
間
給
餌

き
ゅ
う
じ

す
る
こ
と
に
よ

り
育
成
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

こ
の
生
鮮
食
品
品
質
表
示
基
準
及
び

水
産
物
品
質
表
示
基
準
は
、
平
成
十
二

年
七
月
一
日
か
ら
す
で
に
適
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

３
　
玄
米
及
び
精
米
品
質
表
示
基
準

（
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
農
林

水
産
省
告
示
第
五
百
十
五
号
）

容
器
に
入
れ
又
は
包
装
さ
れ
た
玄
米

及
び
精
米
に
つ
い
て
一
括
し
て
表
示
す

べ
き
事
項
は
、
名
称
、
原
料
玄
米
、
内

容
量
、
精
米
年
月
日
、
販
売
者
等
の
氏

名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号
で

す
。こ

の
う
ち
、
名
称
及
び
原
料
玄
米
に

つ
い
て
の
表
示
の
方
法
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

（1）
名
称

「
玄
米
」「
も
ち
精
米
」「
胚
芽
は
い
が

精
米
」

「
う
る
ち
精
米
」（
う
る
ち
を
省
略
し
て

も
可
）
の
中
か
ら
、
そ
の
内
容
を
表
す

名
称
を
記
載
し
ま
す
。

（2）
原
料
玄
米

①
産
地
、
品
種
及
び
産
年
が
同
一
で
あ

り
、
か
つ
、
そ
れ
が
証
明
（
国
産
品

は
農
産
物
検
査
法
、
輸
入
品
は
輸
出
国

の
公
的
機
関
に
よ
る
証
明
）
さ
れ
た

原
料
玄
米
に
つ
い
て
は
、
産
地
、
品

種
、
産
年
及
び
使
用
割
合
を
記
載
し

ま
す
。

産
地
は
、国
産
品
は
都
道
府
県
名
、

市
町
村
名
そ
の
他
一
般
に
知
ら
れ
て

い
る
地
名
を
、
輸
入
品
は
原
産
国
名

又
は
原
産
国
名
及
び
一
般
に
知
ら
れ

て
い
る
地
名
を
記
載
し
ま
す
。

使
用
割
合
は
「
一
〇
〇
％
」
と
記

載
し
ま
す
。

②
①
以
外
の
原
料
玄
米
を
用
い
る
場
合

は
、「
複
数
原
料
米
」
等
原
料
玄
米

の
産
地
、
品
種
若
し
く
は
産
年
が
同

一
で
な
い
か
、
又
は
産
地
、
品
種
若

し
く
は
産
年
の
全
部
若
し
く
は
一
部

が
証
明
を
受
け
て
い
な
い
旨
を
記
載

し
、
そ
の
産
地
及
び
使
用
割
合
を
併

記
し
ま
す
。

産
地
・
使
用
割
合
は
、
国
産
品
に

あ
っ
て
は
「
国
産
△
△
％
」
と
、
ま

た
、
輸
入
品
に
あ
っ
て
は
原
産
国
ご

と
に
「
○
○
（
国
名
）
産
△
△
％
」

と
、
国
産
品
及
び
原
産
国
ご
と
の
使

用
割
合
の
多
い
も
の
順
に
記
載
し
ま

す
。原

料
玄
米
に
産
地
、
品
種
又
は
産

年
に
つ
い
て
証
明
を
受
け
た
も
の
が

含
ま
れ
る
場
合
は
、括
弧
を
付
し
て
、

産
地
、
品
種
及
び
産
年
の
三
つ
の
表

示
項
目
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
れ
ぞ

れ
に
対
応
す
る
使
用
割
合
と
併
せ
て

記
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

玄
米
及
び
精
米
品
質
表
示
基
準
は
、

平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
販
売
さ

れ
る
玄
米
及
び
精
米
に
適
用
さ
れ
ま

す
。加

工
食
品
品
質
表
示
基
準

加
工
食
品
に
つ
い
て
、
一
括
し
て
表

示
す
べ
き
事
項
は
、①
一
般
的
な
名
称
、

②
原
材
料
名
、
③
内
容
量
（
又
は
固
形

量
及
び
内
容
総
量
）、
④
賞
味
期
限
（
若
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し
く
は
品
質
保
持
期
限
又
は
消
費
期
限
）、

⑤
保
存
方
法
、
⑥
製
造
業
者
等
（
輸
入

品
に
あ
っ
て
は
輸
入
業
者
）
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
、
⑦
輸
入
品
に
あ
っ

て
は
原
産
国
名
で
す
。

表
示
事
項
の
う
ち
、
主
な
表
示
事
項

の
記
載
方
法
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（1）
原
材
料
名

原
材
料
名
に
つ
い
て
は
、
食
品
添
加

物
以
外
の
原
材
料
と
食
品
添
加
物
と
に

区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
原
材
料
に
占
め
る

重
量
の
割
合
の
多
い
も
の
か
ら
順
に
、

そ
の
最
も
一
般
的
な
名
称
を
記
載
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

原
材
料
が
複
合
原
材
料
（
そ
れ
自
身

が
二
種
類
以
上
の
原
材
料
か
ら
な
る
も

の
）
の
場
合
に
は
、
そ
の
複
合
原
材
料

の
名
称
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
、
そ
の

複
合
原
材
料
を
構
成
す
る
原
材
料
を
、

そ
の
重
量
の
割
合
の
多
い
も
の
か
ら
順

に
記
載
し
ま
す
。

た
だ
し
、
①
複
合
原
材
料
の
重
量
の

割
合
が
製
品
の
原
材
料
全
体
の
重
量
に

占
め
る
割
合
の
五
％
未
満
の
場
合
、
②

複
合
原
材
料
の
名
称
か
ら
そ
の
原
材
料

名
が
明
ら
か
な
場
合
（
例
え
ば
、「
鶏と
り

唐

揚
げ
」
等
）
の
、
い
ず
れ
か
の
場
合
に

は
、
当
該
複
合
原
材
料
の
名
称
の
み
を

記
載
す
れ
ば
、
複
合
原
材
料
を
構
成
す

る
原
材
料
の
名
称
の
表
示
は
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

食
品
添
加
物
に
つ
い
て
は
、
原
材
料

に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
多
い
も
の
か

ら
順
に
、
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
規

定
に
従
っ
て
記
載
し
ま
す
。

ま
た
、
原
材
料
の
強
調
表
示
に
関
す

る
規
定
と
し
て
は
、
特
色
の
あ
る
原
材

料
を
含
む
こ
と
（
例
え
ば
、
国
産
農
産

物
使
用
、
○
○
県
産
等
の
特
定
の
原
産
地

の
も
の
使
用
、
有
機
農
産
物
使
用
等
を
い

う
）
を
特
に
強
調
し
、
又
は
加
工
食
品

の
名
称
が
特
色
の
あ
る
原
材
料
を
使
用

し
た
こ
と
を
表
示
す
る
場
合
（
例
え
ば
、

「
北
海
道
産
じ
ゃ
が
い
も
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
」

等
）
は
、
製
造
時
に
お
け
る
当
該
特
色

の
あ
る
原
材
料
の
配
合
重
量
割
合
を
、

そ
の
単
位
を
明
記
し
て
当
該
表
示
に
近

接
す
る
箇
所
、
又
は
一
括
表
示
さ
れ
て

い
る
原
材
料
名
の
後
に
括
弧
を
付
し
て

表
示
す
る
こ
と
（
例
え
ば
、「
大
豆
（
○

○
県
産
三
〇
％
）
等
」）
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
配
合
割
合
が
一
〇
〇
％
で
あ

る
場
合
は
配
合
割
合
の
表
示
を
省
略
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（2）
消
費
期
限
又
は
賞
味
期
限
（
品
質
保

持
期
限
）

消
費
期
限
と
は
、
容
器
包
装
の
開
か

れ
て
い
な
い
製
品
が
表
示
さ
れ
た
保
存

方
法
に
従
っ
て
保
存
さ
れ
た
場
合
に
、

摂
取
可
能
な
品
質
を
有
す
る
と
認
め
ら

れ
る
期
限
の
こ
と
で
、
弁
当
、
惣
菜
そ
う
ざ
い

な

ど
の
よ
う
な
製
造
日
を
含
め
て
お
お
む

ね
五
日
以
内
に
消
費
す
べ
き
食
品
に
つ

け
ら
れ
る
表
示
で
す
。

ま
た
、
賞
味
期
限
（
品
質
保
持
期
限
）

と
は
、
容
器
包
装
の
開
か
れ
て
い
な
い

製
品
が
表
示
さ
れ
た
保
存
方
法
に
従
っ

て
保
存
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
製
品
の

す
べ
て
の
品
質
特
性
を
十
分
に
保
持
し

得
る
と
認
め
ら
れ
る
期
限
を
示
す
年
月

日
の
こ
と
で
す
。

こ
れ
ら
の
期
限
表
示
は
「
平
成
十
三

年
四
月
一
日
」「
十
三
・
四
・
一
」「
二

〇
〇
一
・
四
・
一
」「
〇
一
・
四
・
一
」

の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
と

し
ま
す
。
製
造
か
ら
賞
味
期
限
（
品
質

保
持
期
限
）
ま
で
の
期
間
が
三
月
を
超

え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、「
平
成
十
三

年
四
月
」「
十
三
・
四
」「
二
〇
〇
一
・

四
」「
〇
一
・
四
」
と
す
る
こ
と
も
可

能
で
す
。

な
お
、「
・
」
を
印
字
す
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
こ
の
場
合
、
月
又
は
日
が
一

桁け
た

の
場
合
は
、
二
桁
目
は
「
〇
」
と
記

載
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

【
表
示
禁
止
事
項
】

表
示
禁
止
事
項
と
し
て
は
、
表
示
す

べ
き
事
項
の
内
容
と
矛
盾
す
る
用
語
、

そ
の
他
内
容
物
を
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な

文
字
、
絵
、
そ
の
他
の
表
示
を
禁
止
し

て
い
ま
す
。

こ
の
基
準
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一

日
以
後
に
製
造
又
は
加
工
（
輸
入
品
に

あ
っ
て
は
輸
入
）
さ
れ
る
加
工
食
品
か

ら
適
用
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

（
農
林
水
産
省
）
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